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16～17

◎記帳する内容
　売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
　記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとでなく日々の合計金額をまとめて記載するな
ど、簡易な方法での記載をしてもよいとされています。

決算に関して作成した棚卸表その他の書類

◎帳簿等の保存
　収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った
請求書・領収書・通帳の写しなどの書類を保存しなければなりません。

【帳簿書類の保存期間】

保存が必要なもの 保存期間

５年

帳簿
７年

５年

収入金額や必要経費を記載した帳簿（法定帳簿）

領収書等添付ページ

4～5

（２）販売金額

（４）雑収入

（３）家事消費・贈答・事業消費

業務に関して作成した上記以外の帳簿（任意帳簿）

業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収
書などの書類

書類

（１４）諸材料費

（１）田・畑等の作付面積の状況

農業所得を申告する全ての方が
記帳・帳簿等の保存制度の対象者です

農業収支計算ノート目次



（1）田・畑等の作付面積の状況（畦畔ぬき）

ａ ａ ａ

ａ ａ ａ

（2）販売金額 （１/１～12/31)

※ 自家用・贈答用等については、下記（3）の欄に記入してください。

※

（3）家事消費・贈答・事業消費 （１/１～12/31)

　取りまとめた記入内容を収支内訳書（農業所得用）裏面（P17）の
　「収入金額の明細」に記入してください。

月 日

畑（その他）

田畑以外（　　　　　）

【留意事項】

その他（　　　　　　）

野菜果樹（事業用）

合　計

合　計

田畑以外（　　　　　）

販売金額等を通帳の金額を引用する場合は、すでに経費が引かれた金額が入金になることがございますの
で、経費が引かれる前の金額で記入してください。

畑 作 付 面 積

貸付分

販売用

自家用

水 稲 作 付 面 積

日 販　売　先販　売　金　額数　量月

※それぞれの販売した数量・金額・販売先を記入してください。

畑（果樹）

田（水稲）

種　　　　類

田（その他）

畑（野菜）

※全く販売していない場合には、市場価格等としてください。

【留意事項】

※単価は、原則として販売額の平均としてください。

※それぞれの作付面積を記入してください。

販売用

自家用

耕作分

果 樹 畑 面 積

数　量 販　売　金　額 備　　考

水稲（事業用）

野菜果樹（自家用）

水稲（自家用）

水稲（贈答用）

種　　　　類

野菜果樹（贈答用）

1ａ＝1畝＝100㎡

10ａ＝1反＝約1,000㎡

100ａ＝1町＝約10,000㎡

－１－



（4）雑収入

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

【項目内容】

① ○○年産米共同計算精算金

② ○○年産米追加払い金

③ 経営所得安定対策等による畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）

④ 経営所得安定対策等による米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）

⑤ 水田活用の直接支払交付金

⑥ 中山間直接支払交付金

⑦ ＣＥ（カントリーエレベータ）、ＲＣ（ライスセンター）利用助成金

⑧ 農地貸付に伴う収入

⑨ 農作業の受託収入（育苗、田植、刈取り等）

⑩ 利用高配当

⑪ 農作物に対する各種共済金、補償金の収入

⑫ 水稲無事戻金

⑬ 原発事故に対して支払われる賠償金（営業損害の減収分・検査費用）

※収入計上時期については、原則、賠償金支払の合意書を東電に送付し合意が成立した時点。

※その他、農業に関する補填金や補助金がある場合は⑭以降に記載してください。

　取りまとめた記入内容を収支内訳書（農業所得用）裏面（P17）の
　「収入金額の明細」に記入してください。

交 付 金

交 付 金

利 用 助 成 金

受 取 小 作 料

作 業 受 託 収 入

受 取 共 済 金

※雑収入を記入してください。（項目の分類の詳細については、表下部を参照してください）

月 日 相　　手　　方項　　　　　　　目 収　入　金　額

米 共 計 精 算

米 追 加 払

米 ・ 畑 作 物 の 収 入 減 少
影 響 緩 和 交 付 金

畑作物直接支払交付金

水 田 活 用 交 付 金

中山間直接支払交付金

共 済 無 事 戻 し 金

原 発 関 連 賠 償 金

利 用 高 配 当 金

合　計

－２－



(5）雇人費

月 日

10 5 1 5 日 7 5 0 0 0

7 5 0 0 0

（6）小作料・賃借料

月 日

10 2 8 0 0 0 0

10 10 1 0 0 0 0 0

10 10 1 5 0 0 0 0

10 12 8 0 0 0 0

4 1 0 0 0 0

取りまとめた記入内容を収支内訳書（農業所得用）表面（P16）の
「雇人費の内訳」、「小作料・賃借料の内訳」に記入後、合計額を
「経費/雇人費⑧」「小作料・賃借料⑨」に記入してください。

記
　
載
　
例

喜多方　太郎

支払先の住所

合　　　計

備　考

田植え機
等使用料

記
載
例

小作料

支払金額氏名

※領収証等をもらい保管してください。

※農業用地の地代、機械の借料、共同施設の使用料等を記入してください。

喜多方　花子

合　　　計

合　　計

喜多方市字御清水東７２４４－２

喜多方　一郎喜多方市字御清水東１

カントリーエレベータ使用料

↓

喜多方市字御清水東７２４４－２

喜多方　太郎

コンバイン
等使用料

合　　計

住　　　　所
　喜多方市字御清水東
　７２４４－２

※給料・作業委託料等作業に従事した雇人に払った金額を記入してください。

↓

氏　　　　名 備　考従　事　期　間 支払金額

米等で現物支給した場合は、金額に換算してください。

米等で現物支給した場合は、金額に換算してください。

なお、領収証・支払調書の作成及び領収書・支払調書の

控えの保管をしてください。

－３－
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(7）減価償却費

ア

イ

ウ

ぶどう樹(温室ぶどう12年、その他15年）

豚

０．０３８
普通型コンバイン、脱穀機、もみすり機

１７年
３年 防除用機具（散粉機、噴霧機、ｽﾋﾟｰﾄﾞｽﾌﾟﾚｲﾔｰ）

０．０３７
０．０２８

７年
７年 ３６年 ０．０２８

２７年
アスパラガス
かき樹 ３６年 運搬用機具

１１年 自走式草刈機

０．０７１

０．０４６

０．０６６
０．０５８

０．０４６

０．０７２

７年
７年 ２２年

馬（繁殖用、種付用、競走用を除く） ８年 栽培管理用機具（田植機、育苗機、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ） ７年 １４年

１０年

７年 １５年
０．０５９
０．０６７

りんご樹(わい化りんご20年、その他29年） 自脱型コンバイン、刈取機

７年 ０．１００

０．１４２
８年 ０．１２５ ０．１２５
７年 ０．１４３

牛（役肉用６年、乳用４年） ０．０９１

小型自動車総排気量660ｃｃ以下

０．１００
耕土造成改良用機具（みぞ堀機、穴掘機） ７年 １１年

生　物 耕うん整地用機具
０．０９０

０．２５０
０．３３４

５年
車両・運搬具 土管を主とした構築物 １０年

貨物自動車（ダンプ式を除く） ５年 トラクター ７年
８年４年 その他の構築物

木骨モルタル １４～２０年 主としてコンクリート造、レンガ造（その他のもの） １７年

減価償却資産の償却率表

耐用年数
償却率（定額法）

５年
４年

れんが、ブロック ３４～３８年 主として金属の構築物 １４年 ３年
簡易建物  ７～１０年 主として木造の構築物 ０．２５０

H19.4.1以後取得 H19.3.31以前取得

０．２００ ０．２００

０．３３３

木造、合成樹脂 １５～２２年 主としてコンクリート造、レンガ造（果樹棚またはホップ棚） １４年

新規取得
743,833 4,235,833
238,334 4,000,000

4,979,666
※（１）　「④本年分償却費（①×②×③)」が「⑦前年末未償却残高」以上となる場合は、「④本年分償却費」を「⑦前年末未償却残高－１（備忘価格）」としてください。

150,000 － - 1/3－

建　物 農業用償却資産
・主な減価償却資産の耐用年数（平成21年分申告から、減価償却資産については耐用年数が改正され、下記の耐用年数となりました。）

合　　　　　　計

100% 4,000,0004,000,000 定額
R5,R6,R750,000 0

831,666357,500

0.143
150,000 -

5/127 3,761,666
50,000

100238,334
100

474,166
50,000

198,00097,999
2,500,000

4/12
12/12

97,999 100
2,500,000 定額 7 0.143100% 357,500 100
2,100,000 定額 7 0.143100% 2,100,000ト ラ ク タ ー

田　　植　　機

一括償却資産

コ ン バ イ ン

H30.5

R2.5
R5

R7.8

　白色農業申告の減価償却費の計算は、定額法によっておこないます。

　平成19年4月１日以降に取得した減価償却資産については，「減価償却資産の償却率表」が改正されるとともに，償却可能限度額及び

残存価格が廃止され，耐用年数経過時点に１円まで償却できるようになりました。

　 また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、償却累積額が償却可能限度額(取得価額の95％)に達している場

合、その達した年分の翌年分以後5年間で1円まで償却（平成20年分以降適用）することとされました。

資産の名
称

　取得価額が10万円以上20万円未満の資産を償却する場合は、法定耐用年数で償却する方法若しくは３年間で償却する
「一括償却」を初年度に選択することができます。「一括償却」の場合、償却率の欄は「１／３」となります。

耐用
年数

％
本年償却費
（④×⑤）取得価格 月 （①×②×③）

一括償却資産の場合

⑤

未償却残高前年末
償却基礎金額

⑥

　減価償却費については、機械等の名称、取得年月日、取得価格、使用割合がわかれば、本市において計算いたしますので、購入時の領
収書等を持参してください。

① ②

償却期間

③

本年分償却費

④　※（１）

取得
年月

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産 　計算式 ： ①基礎金額（取得価格×100％【定額法】）×②償却率×③償却月×⑤農業使用割合＝減価償却費

　計算式 ： ①基礎金額（取得価格×90％【旧定額法】）×②償却率×③償却月×⑤農業使用割合＝減価償却費

償却率

減価償却の計算例（令和７年分の例）

⑧

（前年末未償却残⑦－④）未償却残高
⑦

備考償却方法
農業専有割合



(7）減価償却費

○

○

取りまとめた記入内容を収支内訳書（農業所得用）裏面（P17）の「減価償却費の計算」に記入してください。

下表の記載例の着色部分（取得年月、取得価格、農業専有割合）の記入があれば、本市で減価償却費を計算いたします。

白色農業申告の減価償却費の計算は、定額法によっておこないます。

・減価償却の対象となる資産は、取得価格が10万円以上で農業用に使用したものに限られます。（10万円以下の場合は、その年分の農具費等に算入します。）

⑥

・年の途中で資産を購入した場合、月割りになります。（一括償却資産を除く）
・中古資産を取得したときは、４ページの耐用年数と異なります。

⑧⑦⑤③ ④

平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

　計算式 ： ①基礎金額（取得価格×100％【定額法】）×②償却率×③償却月×⑤農業使用割合＝減価償却費

　計算式 ： ①基礎金額（取得価格×90％【旧定額法】）×②償却率×③償却月×⑤農業使用割合＝減価償却費

資産の名称
取得
年月

取得価格
償却
方法

償却基礎
金額

未償却残高
割合　％ （④×⑤） 未償却残高 （⑦－④）

前年末農業専有 本年償却費

月 （①×②×③）

100

⑧

資産の名称
取得
年月

取得価格
償却
方法

月 （⑦－④）

② ③ ⑥ ⑦④ ⑤

100

②

合　　　計

記
載
例

R5 150,000一括償却資産（品名）

↓

コンバイン R7.8 4,000,000

100

①

耐用
年数

本年分償却費償却期間

償却率

償却率

未償却残高

①

田植機 R2.5 2,500,000

償却基礎
金額

本年分償却費 農業専有 本年償却費 前年末
耐用
年数

償却期間

（①×②×③） 割合　％ （④×⑤） 未償却残高

－５－



(8）利子割引料

月 日 月 日

（9）租税公課
○ 固定資産税（農業に係る分のみ）

○自動車税・軽自動車税

○その他

月 日

取りまとめた記入内容を収支内訳書（農業所得用）表面（P16）の
経費欄の該当する項目に記入してください。

相　　手　　先

税　　金

事業割合％

④

①×②

農協組合費

コンバイン

※事業割合については、減
価償却同様となります。

②

田植機

摘　　　　要種　　目
①

(ア)

軽トラック

事業割合％ 必　要　経　費

トラック

※固定資産税班より送付された「固定資産税 土地・家屋課税明細書」から記入してください。

計

※農業用に借入れた資金の支払利息等を記入してください。　（注）元金は経費に算入できません。

種　目
③（①×②）

※農業に係る分のみとなりますので家事用と併用している場合は事業割合で按分してください。

借　入　先　等

宅　地

畑

必　要　経　費

③×④

金　　　額 借　入　先　等 金　　　額

計

作業所

田

税　額税率％

計

課税標準額

②①

摘　　　　　要

(イ)

(ウ)

計

（ア）＋（イ）＋（ウ）

トラクター

計

水 　利　 費

※町内会費や内割については原則経費とはなりませんが、田や畑などの面積に応じて支払うものについては経費
として差し支えありません。

合　　　計

項　　　　　目 金　　　額

－６－



(10）種苗費

5 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0

1 7 0 0 0 0

（11）肥料費

2 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

　取りまとめた記入内容を収支内訳書（農業所得用）表面（P16）の
　経費欄の該当する項目に記入してください。

計

計

品　　名　　等 金　　　額

計

10

※種子・苗木購入代等を記入してください。

※化学肥料・たい肥購入等を記入してください。

苗　木

相　　手　　先品　　名　　等 金　　　額

5 10

月 日

ＪＡ会津よつば

ＪＡ会津よつば

種もみ

↓

計

↓

ＪＡ会津よつば肥　料

相　　手　　先

5

記
載
例

記
載
例

5 10

月 日

－７－



(12）農具費

6 0 0 0 0

6 0 0 0 0

(13)農薬衛生費

4 8 0 0 0

2 8 0 0 0

7 6 0 0 0

取りまとめた記入内容を収支内訳書（農業所得用）表面（P16）の
経費欄の該当する項目に記入してください。

計

※購入価額が１０万円未満の農具名・金額・購入先等を記入してください。

※農薬の購入費、共同防除の負担金等を記入してください。

※購入価額が１０万円以上のものは、減価償却費に該当します。

○○商店

相　　手　　先

日

草刈り機

相　　手　　先

ホームセンター○○

品　　名　　等

計

金　　　額

8 20

月
記
載
例

↓

計

↓

金　　　額

計

ＪＡ会津よつば記
載
例

月

7

7

日 品　　名　　等

12 農薬１号

18 農薬７号

－８－



(14）諸材料費

1 5 0 0 0

1 5 0 0 0

(15)修繕費

1 3 2 2 2 8

1 3 2 2 2 8

取りまとめた記入内容を収支内訳書（農業所得用）表面（P16）の
経費欄の該当する項目に記入してください。

計

計

　 あります。
※軽トラックの車検代等については、減価償却の事業割合と同様になります。

※ビニールひも、縄、支柱等の購入費を記入してください。

※農業用の建物施設、農機具、トラック等の修理代、軽トラ等の車検代を記入してください。

米　袋（３００袋） ○○商店

↓

計

相　　手　　先月 日
記
載
例

月 日
記
載
例

78

※固定資産の修理・改良等で、20万円以上支出した場合、減価償却費に該当することが

コンバイン修理 ○○農機具店

↓

相　　手　　先品　　名　　等

品　　名　　等 金　　　額

計

9 16

金　　　額

－９－



(16）動力光熱費

取りまとめた記入内容を収支内訳書（農業所得用）表面（P16）の
経費欄の該当する項目に記入してください。

％

計

円

％

※農業に使用した動力光熱費用を記入してください。

「事業割合」は、各科目ごとに使途および走行距離数などから適切に算定してください。

「必要経費算入額」は「合計」に「事業割合」を乗じて求めます。

％ ％ ％％ ％％

オイル軽油 ガソリン

１　月

水道料 電気料

（動力）

６　月

事業割合

灯油電気料

５　月

７　月

８　月

（一般）

３　月

４　月

２　月

①×②

合　計
①

９　月

１０　月

１１　月

算入額

１２　月

②

必要経費

－１０－



(17）作業用衣料費

1 2 5 3 5

1 2 5 3 5

(18)農業共済掛金

満期受取金のあるものは積立部分が必要経費になりませんので、領収証や保険会社にて
確認してください。
自宅の火災保険や生命保険の掛金は必要経費にはなりません。

水 稲

果 樹

野 菜

　取りまとめた記入内容を収支内訳書（農業所得用）表面（P16）の
　経費欄の該当する項目に記入してください。

※1

100

100

100

計

※１

自 動 車 共 済

建物更正共済

※作業に必要な衣類・長靴・手袋等の購入費を記入してください。

計

月 日
①

支　払　先種　　類

※水稲・果樹等の共済掛金、農業用資産に対する共済掛金等を記入してください。
支払金額 事業割合％

② ①×②

必　要　経　費
備　考

備　　　　　考

6 6

月 日 品　　名　　等 金　　　額

作業服（２着）、長靴（１足） ○○センター

計

↓

－１１－



(19）荷造運賃手数料

9 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0

(20)土地改良費

4 3 3 3 3

4 4 5 0 9

1 8 3 4 8 0

2 7 1 3 2 2

取りまとめた記入内容を収支内訳書（農業所得用）表面（P16）の
経費欄の該当する項目に記入してください。

計

必要経費算入額

16,796.00

月　　日

記
載
例

計

面積（㎡）

16,796.00記
載
例

○○土地改良区

計

○○土地改良区

出荷の際の包装費用・支払運賃、農協や市場に支払う出荷手数料等を記入してください。

↓

アスパラ

米

ＪＡ会津よつば

ＪＡ会津よつば

備　　　　　考

5 19

品　　名　　等日

10

月

計

金　　　額

備　考

22

維 持 管 理 賦 課 金

土地改良費・客土費等を記入してください。

○○土地改良区

　　　　　　　　　　　　↓

支　　払　　先

国営償還賦課金（※ 1 ）16,796.00

経 常 賦 課 金

※1 雄国山麓土地改良区の国営償還賦課金については、送付されている文書

（必要経費算入について）にて確認してください。

－１２－



(21）雑費

取りまとめた記入内容を収支内訳書（農業所得用）表面（P16）の
経費欄の該当する項目に記入してください。

計

品　　名　　等 金　　　　額月 日

（５）～（20）に該当しない費用で農業経営上必要な費用を記入してください。（例．農業新聞など）

相　　手　　先

－１３－



(22）素畜費

(23)飼料費

取りまとめた記入内容を収支内訳書（農業所得用）表面（P16）の
経費欄の該当する項目に記入してください。

相　　手　　先月 日

月 日

子牛・子豚・ひな等の取得費及び種付料を記入してください。
品　　名　　等 金　　　額

品　　名　　等 金　　　額

計

相　　手　　先

飼料の購入費用を記入してください。

計

－１４－



の り し ろ

の り し ろ

の り し ろ

このページに計算ノートを作成する際に使用した領収書や
通帳の写し等を添付し、ノートと一緒に保存してください。
※ページが不足する場合は適宜ページを追加するか、別に帳簿などで管理してください。
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※

※

※

　「青色申告」は日々の取引を所定の方法により記帳し、その記帳に基づいて正しく申告す
る人について、所得金額の計算などについて有利な特典を受けることができる制度です。

　青色申告の詳細は、国税庁ホームページ（hｔｔp://www.nta.go.jp）の「パンフレット・手引き」に掲載
している「はじめてみませんか？青色申告！」をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせく
ださい。

◎　青色事業専従者給与の必要経費算入

　青色申告の方は、原則として正規の簿記の原則（一般的には複式簿記）により記帳を行わ
なければなりませんが、簡易な帳簿（①現金出納帳、②売掛帳、③買掛帳、④経費帳、⑤固
定資産台帳）での記帳でもよいこととされています。

（注）

◎　青色申告特別控除

◎　純損失の繰越しと繰戻し
　青色申告をされている方は、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後３年間にわたって、
順次各年分の所得から差し引くことができます。（純損失の繰越し）。
　また、前年も青色申告をされている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分
の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできます。（純損失の繰戻
し）

　青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の３月15日までに、「所得税の青色申告承認
申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出する必要があります。

※　新たに開業された方は、原則として開業の日から２ヶ月以内に提出してください。
　「所得税の青色申告承認申請書」などの申請や届出の様式は、国税庁ホームページから
ダウンロードできます。なお、税務署にも用意しています。

　令和２年分以後の青色申告特別控除について、この55万円の青色申告特別控除を受ける
ことができる人が、電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の
青色申告特別控除が受けられます。

　青色申告をされている方が、事業主と生計を一にしている配偶者や１５歳以上の親族で、その
事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の
範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができま
す。
　なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはな
れません。
　この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出
する必要があります。

　不動産所得や事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取
引を正規の簿記の原則（一般的には複式簿記）により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸
借対照表及び損益計算書を添付して法定申告期限内に提出している方については、原則とし
て最高５５万円を控除することとされています。
　また、簡易な帳簿による記帳であっても、最高１０万円の青色申告特別控除の適用を受けるこ
とができます。

青色申告を始めてみませんか？

青色申告の主な特典

青色申告をするためには

※青色申告は喜多方市の各申告相談受付会場では受付
できませんので、直接税務署へ提出してください。


